
広
島
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号 

 
自
然
公
園
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
別
表
第
四

の
規
定
に
よ
り
、
野
呂
山
公
園
施
設
に
お
け
る
シ
ャ
ワ
ー
そ
の
他
の
設
備
等
の
利
用
料
金
の
範
囲
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

な
お
、
令
和
元
年
広
島
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号
（
自
然
公
園
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
規
定
に
よ
る
野
呂
山
公
園
施
設
に
お
け
る
シ
ャ
ワ
ー
そ
の
他
の
設
備
等
の
利
用
料
金
の
範
囲
の
設
定
） 

は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

広
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三
分
に
つ
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一
七
〇
円
以
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